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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向と横方向と厚さ方向とを有し、内部に尿を収容する尿収容空間を有する尿収容袋
と、前記尿収容空間から尿を吸引する吸引ポンプを少なくとも有する外部機器に前記尿収
容袋を接続するようにした接続手段とを備える尿吸引装置において、
　前記尿収容袋は、仰臥位の状態にある装着者が装着した状態において、前記装着者の肌
が対向する第１面と、肌が対向しない第２面とを有し、前記接続手段を連結するための連
結部を備え、
　前記連結部は、前記第２面に配置してあり、
　前記尿収容袋は、前記横方向へ延びる開口を有し、熱可塑性合成樹脂で形成された複数
枚のシートで構成し、前記開口に通じる尿収容空間を内部に備える袋状に形成してあって
、複数枚のシートを一体にした高剛性部を有し、
　前記高剛性部は、前記開口の一部であって、前記シートの前記横方向における側縁のみ
に形成してあることを特徴とする尿吸引装置。
【請求項２】
　前記尿収容袋は、内部空間を有する集尿容器を備え、
　前記集尿容器は、前記内部空間に配置した内部出口と、前記内部空間の外部に配置した
外部出口と、前記内部出口と前記外部出口とを連通する管状部材とを含み、
　前記外部出口が前記連結部である請求項１に記載の尿吸引装置。
【請求項３】
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　前記内部出口から前記外部出口へ向かう尿排出方向が、前記開口とは反対方向へ向くよ
うに前記集尿容器を配置してある請求項２に記載の尿吸引装置。
【請求項４】
　前記内部出口から前記外部出口へ向かう尿排出方向が、前記開口へ向くように前記集尿
容器を配置してある請求項２に記載の尿吸引装置。
【請求項５】
　前記高剛性部は中心を有し、
　前記横方向における一方の前記高剛性部の中心を通過し、且つ前記集尿容器の上方側に
おいて前記内部空間に接する第１仮想線の下方領域と、前記横方向における別の一方の前
記高剛性部の中心を通過し、且つ前記集尿容器の上方側において前記内部空間に接する第
２仮想線の下方領域とが重なる重畳領域に前記内部空間が位置するように前記集尿容容器
を配置してある請求項１～４のいずれかに記載の尿吸引装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部に尿を収容する尿収容空間を有する尿収容袋と、収容空間から尿を吸引
する吸引ポンプを少なくとも有する外部機器とを備える尿吸引装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特願２０１１－０１１４１１号の明細書には、本願の出願人により尿吸引装置が記載さ
れている。該尿吸引装置は、男性のペニス（以下、「性器」と省略する）に装着する尿収
容袋と、該尿収容袋の収容空間から尿を吸引する吸引ポンプを少なくとも有する外部機器
と、尿吸引装置と外部機器とを接続する接続手段とを備えている。
【０００３】
　接続手段は、少なくとも第１接続管と、ジョイントとを備えている。第１接続管は、一
方の端部を吸引ポンプに連結してある。
【０００４】
　尿収容袋には、内部空間を有する集尿容器を設けてある。集尿容器は、内部空間に配置
した内部出口と、内部空間の外部に配置した外部出口（連結部）と、内部出口と外部出口
とを連通する管状部材とを備えている。
【０００５】
　第１接続管の別の一方の端部は、外部出口に接続し、これによって、外部機器を介して
尿収容袋と吸引ポンプとを接続していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特願２０１１－０１１４１１号の明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この種の尿収容袋を装着する者は、高齢者や重度の障害者が多く、これらの者は１日の
ほとんどの時間をベッドの上で過ごすことが多い。しかも、これらの者は、ベッドの上の
多くの時間を仰臥位または側臥位で過ごしている。
【０００８】
　この尿吸引装置では、尿収容袋を装着する装着者が仰臥位の状態における肌対向面に集
尿容器を配置してあるため、装着者が大便（排泄物）を排泄した場合には、第１接続管の
端部が大便で汚れてしまう。その後、尿収容袋を交換する場合には、第１接続管の端部が
排泄物で汚れているため、これを清掃しなければならず、尿収容袋の交換に手間がかかる
課題が存在した。
【０００９】
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　そこで、本発明では、接続手段が排泄物で汚れるおそれを低減することができる尿吸引
装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以上に記載した本発明に関する開示は、少なくとも下記事項に要約することができる。
【００１１】
　前記課題を解決するために、本発明が対象とするのは、縦方向と横方向と厚さ方向とを
有し、内部に尿を収容する尿収容空間を有する尿収容袋と、尿収容空間から尿を吸引する
吸引ポンプを少なくとも有する外部機器に尿収容袋を接続するようにした接続手段とを備
える尿吸引装置である。
【００１２】
　本発明の特徴とするところは、尿収容袋は、仰臥位の状態にある装着者が装着した状態
において、装着者の肌が対向する第１面と、肌が対向しない第２面とを有し、接続手段を
連結するための連結部を備え、連結部は、第２面に配置してあり、前記尿収容袋は、前記
横方向へ延びる開口を有し、熱可塑性合成樹脂で形成された複数枚のシートで構成し、前
記開口に通じる尿収容空間を内部に備える袋状に形成してあって、複数枚のシートを一体
にした高剛性部を有し、前記高剛性部は、前記開口の一部であって、前記シートの前記横
方向における側縁のみに形成してあることである。
 
【００１３】
　上記段落［００１１］，［００１２］に開示した本発明は、少なくとも下記の実施の形
態を含むことができる。
【００１４】
（１）尿収容袋には、前記内部空間を有する集尿容器を備えている。集尿容器は、前記内
部空間に配置した内部出口と、内部空間の外部に配置した外部出口と、内部出口と外部出
口とを連通する管状部材とを含み、外部出口が連結部である。
【００１５】
（２）内部出口から外部出口へ向かう尿排出方向が、開口とは反対方向へ向くように集尿
容器を配置してある。
【００１６】
（３）内部出口から外部出口へ向かう尿排出方向が、開口へ向くように集尿容器を配置し
てある。
【００１８】
（５）高剛性部は中心を有している。横方向における一方の高剛性部の中心を通過し、且
つ集尿容器の上方側において内部空間に接する第１仮想線の下方領域と、横方向における
別の一方の高剛性部の中心を通過し、且つ集尿容器の上方側において内部空間に接する第
２仮想線の下方領域とが重なる重畳領域に内部空間が位置するように集尿容容器を配置し
てある。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る尿吸引装置によれば、尿収容袋の連結部は、仰臥位の状態にある装着者が
装着した状態において、装着者の肌が対向しない第２面に配置してあるため、装着者が排
泄物を排泄した場合、尿収容袋で接続手段の先端および連結部を覆い、接続手段の先端お
よび連結部が排泄物によって汚れるおそれを低減することができる。しかも、連結部が第
２面に配置してあるため、連結部が装着者に接触するおそれを低減することができる。よ
って、連結部を熱可塑性樹脂で製造した場合であっても、装着時の違和感を軽減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明に係る尿収容袋の表面を示し、且つ該尿収容袋を有する尿吸引装置の全体
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概略図。
【図２】尿収容袋の裏面図。
【図３】シート積層体およびバックシートの平面図。
【図４】尿収容袋の分解斜視図。
【図５】尿センサの表面図。
【図６】集尿容器の斜視図。
【図７】図１のＶＩＩ－ＶＩＩ線断面図。
【図８】尿収容袋を性器に装着したときの図７と同様の断面図。
【図９】尿収容袋に対する集尿容器の位置を示す説明図。
【図１０】（ａ）～（ｃ）は、尿収容袋の組立工程を示す図。
【図１１】（ａ）～（ｃ）は、尿収容袋の組立工程を示す図。
【図１２】図１のＸＩＩ－ＸＩＩ線断面図。
【図１３】尿収容袋を装着する場合において、開口を開いた状態を示す説明図。
【図１４】この発明に係る尿収容袋の変形例の一例を示す要部拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１は、本発明に係る尿吸引装置の概略全体図であり、図２は、尿吸引装置が備える尿
収容袋の裏面図である。図１および図２において、Ｘは横方向を示し、Ｙは横方向Ｘに直
交する縦方向を示している。また、図１および図２において、Ｐは、尿収容袋１１を横方
向Ｘに二等分して縦方向Ｙに延びる仮想縦中心線であり、Ｑは、尿収容袋１１を縦方向Ｙ
に二等分して横方向Ｘに延びる仮想横中心線である。
【００２２】
　図１に示すとおり、尿吸引装置１０は、尿収容袋１１と、接続手段１２と、排尿タンク
１４と、吸引ポンプ１５とを含んでいる。
【００２３】
　尿収容袋１１は、横方向Ｘの長さ寸法よりも縦方向Ｙの長さ寸法が大きく、集尿容器１
３を備えている。尿収容袋１１の集尿容器１３と排尿タンク１４とは、接続手段１２で接
続してある。接続手段１２は、後述する外部機器Ｏと尿収容袋１１とを接続するものであ
り、第１接続管１２ａとジョイント１２ｃとを備えている。排尿タンク１４と吸引ポンプ
１５とは、第２接続管１２ｂを介して接続してある。
【００２４】
　吸引ポンプ１５には、電気配線１６を介して制御ユニット１７が接続され、制御ユニッ
ト１７から延出する電気配線１８ａ，１８ｂの一端には、電気コネクタ２０を取り付けて
ある。吸引ポンプ１５は後述する尿収容空間Ｓから尿を吸引する機能を有している。
【００２５】
　電気コネクタ２０は、電気配線１８ａと、尿センサ２２の端部２２ａの第１電極５１と
を電気的に接続する第１端子（不図示）と、電気配線１８ｂと、尿センサ２２の端部２２
ａの第２電極５２とを電気的に接続する第２端子（不図示）とを備え、且つこれらの接続
を解除することができるように形成してある。
【００２６】
　そして、尿吸引装置１０では、尿収容袋１１の内部の尿収容空間Ｓに尿が排泄されたこ
とを尿センサ２２で検知し、該検知に基づいて制御ユニット１７は吸引ポンプ１５を作動
する。該吸引ポンプ１５の作動によって、排尿タンク１４の内部の空気が吸引される。排
尿タンク１４の内部の空気が吸引されることによって、尿収容空間Ｓの内部に収容してあ
る尿は、集尿容器１３の内部へ吸引されて第１接続管１２ａを介して排尿タンク１４に貯
留される。
【００２７】
　なお、以下の説明において、尿吸引装置１０における尿収容袋１１と接続手段１２とを
除いた排尿タンク１４，吸引ポンプ１５及び制御ユニット１７等を外部機器Ｏと総称する
。また、本実施形態において、尿収容袋１１が外部機器Ｏと電気的に接続されている例を
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説明するが、尿収容袋１１を外部機器Ｏと電気的に接続しなくてもよい。例えば、電気コ
ネクタ２０が小型の発信機を備えるものであって、制御ユニット１７に設置された受信機
で発信機から送信された信号を受信することによって、吸引ポンプ１５を作動させること
もできる。
【００２８】
　尿収容袋１１は、縦方向Ｙと、縦方向Ｙに直交する横方向Ｘと、縦方向Ｙおよび横方向
Ｘにそれぞれ直交する厚さ方向Ｚとを有し（図１，２，７参照）、縦方向Ｙにおいて離間
対向する第１端縁１１ａ及び第２端縁１１ｂと、横方向Ｘにおいて離間対向する両側縁１
１ｃ，１１ｄとを含んでいる。また、尿収容袋１１は、パッド状の尿排泄部２４と、尿排
泄部２４に連続する態様で縦方向Ｙへ延びる延出フラップ部２５とを有している。
【００２９】
　尿排泄部２４と延出フラップ部２５とは、同一の横方向Ｘの長さ寸法を有している。ま
た、尿排泄部２４は、尿収容袋１１において縦方向Ｙの約１／３程度の長さ寸法を有して
いる一方、延出フラップ部２５は、尿収容袋１１において縦方向Ｙの約２／３程度の長さ
寸法を有している。さらに、尿排泄部２４は、図１および図２に示すように、縦方向Ｙに
おいて、当該尿排泄部２４と延出フラップ部２５との境界に、横方向Ｘへ延びる開口２８
を有している。該開口２８は、尿収容部２４の内部に画定された尿収容空間Ｓに通じてい
る。
【００３０】
　図３に示すとおり、尿収容袋１１は、シート積層体２９と、バックシート３０とを含ん
でいる。シート積層体２９は、後述するように、実質的に同形同大に形成してある複数枚
のシートを積層することで形成してあり、横方向Ｘの長さ寸法よりも縦方向Ｙの長さ寸法
が大きい。該シート積層体２９は、横方向Ｘに延びる第１端縁２９ａおよび第２端縁２９
ｂと、それら端縁２９ａ，２９ｂの間において縦方向Ｙへ延びる両側縁２９ｃ，２９ｄと
を有している。
【００３１】
　両側縁２９ｃ，２９ｄは、横方向Ｘの長さ寸法が一定である直状部２９ｅと、該直状部
２９ｅよりも横方向Ｘの長さ寸法が小さい幅狭部２９ｆとを備えている。幅狭部２９ｆは
、仮想縦中心線Ｑを挟むように一対形成してあり、図１および図２に示すように、開口２
８の近傍に配置してある。個々の幅狭部２９ｆは、弧状にそれぞれ形成してある。該幅狭
部２９ｆは、後述するように、開口２８を開くために操作者の指を挿入するため部分であ
る。該幅狭部２９ｆは、例えばシート積層体２９の一部を例えば切り欠くことによって形
成してある。
【００３２】
　バックシート３０は、シート積層体２９を構成するいずれのシートよりも横方向Ｘの長
さ寸法が大きい。該バックシート３０は、横方向Ｘに延びる第１端縁３０ａ及び第２端縁
３０ｂと、それら端縁３０ａ，３０ｂの間において縦方向Ｙへ延びる両側縁３０ｃ，３０
ｄとを有している。
【００３３】
　バックシート３０は、図３において、第１端縁３０ａが、シート積層体２９の第１端縁
２９ａよりも下方に位置するように、横方向Ｘおよび縦方向Ｙにそれぞれ直交する厚さ方
向において、シート積層体２９に積層してある。
【００３４】
　バックシート３０は、不透液性を有する材料で形成してある。バックシート３０は、例
えば単位面積当たりの質量が約１０～３０ｇ／ｍ２の不透液性のＳＭＳ繊維不織布、また
はスパンボンド繊維不織布、若しくは、ポリエチレン製のプラスチックシートやそれらの
ラミネートシートから形成してある。この尿収容袋１１では、ポリエチレン製のプラスチ
ックフィルム３０ｙと、ＳＭＳ繊維不織布３０ｘ（図７参照）とをラミネートして形成し
てある。
【００３５】
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　該バックシート３０は、縦方向Ｙにおいて、シート積層体２９の第１端縁２９ａに沿っ
て横方向Ｘへ延びる第１折曲ライン３２と、第１折曲ライン３２と第２端縁３０ｂとの間
において横方向Ｘへ延びる第２折曲ライン３３とを有している。また、バックシート３０
は、シート積層体２９の横方向Ｘの外方に両側部３４を有している。また、バックシート
３０には、図４に示すように、略半円形状の露出孔７９を形成してある。
【００３６】
　尿収容袋１１は、図４に示すとおり、シート積層体２９と、バックシート３０と、尿セ
ンサ２２と、集尿容器１３と、難通気性シート４６と、一対の防漏シート４８とを備えて
いる。
【００３７】
　シート積層体２９は、その展開された状態において、図の上方から順に、保護シート３
９と、透液性のトップシート４０と、セカンドシート４１と、弾性反発シート４２と、ク
ッションシート４４と、拡散シート４５と、吸引バックシート４９とを備えている。これ
らのシート３９、４０，４１，４２，４４，４５，４９は、後述する熱可塑性合成樹脂に
よって、横方向Ｘおよび縦方向Ｙにおいて実質的に同形同大の矩形状に形成してある。ま
た、これらのシート３９、４０，４１，４２，４４，４５，４９は、接触するシート３９
、４０，４１，４２，４４，４５，４９を互いに接合するため、そのシート３９、４０，
４１，４２，４４，４５，４９の当接面にホットメルト接着剤（不図示）を間欠的に塗布
して接合してある。
【００３８】
　保護シート３９は、トップシート４０を保護するものであって熱可塑性合成樹脂によっ
て形成してある。
【００３９】
　トップシート４０は、透液性を有する熱可塑性合成樹脂の繊維不織布シート、例えば、
単位面積当たりの質量が約２０～４０ｇ／ｍ２のエアスルー不織布から形成してある。
【００４０】
　セカンドシート４１は、トップシート４０と同様に、透液性を有する熱可塑性合成樹脂
の繊維不織布シート、例えば、単位面積当たりの質量が約１５～２５ｇ／ｍ２のエアスル
ー不織布から形成してある。
【００４１】
　弾性反発シート４２は、弾性反発性を有する熱可塑性合成樹脂によってネット状に形成
してあり、該ネット状に形成することによって透液性を有する。弾性反発シート４２は、
例えば厚さ約０．５～１．０ｍｍのエチレン酢酸ビニル等で形成してある。弾性反発シー
ト４２は、その弾性反発力によって尿排泄部２２の開口２８からその内部に挿入された性
器を締め付けることができ、性器の位置ずれ及び開口２８から尿が漏れ出るのを防止する
ことができる。仮に、弾性反発シート４２を設けずにセカンドシート４１と尿センサ２２
とを接触させた状態では、尿の吸引後においても尿の一部がセカンドシート４１に吸収さ
れたままの湿潤状態となり、かかる湿潤状態にあるセカンドシート４１が体圧等の作用を
受けて尿センサ２２に接触した場合には、尿を誤検知するおそれがある。一方、本実施形
態の尿収容袋１１では、セカンドシート４１と尿センサ２２との間に弾性反発シート４２
が介在されていることによって、かかる誤作動を防止することができる。なお、弾性反発
シート４２は、クッションシート４４に対して、その透液性を阻害しないように間欠的に
塗布された接着剤を介して固定されていることが好ましい。
【００４２】
　クッションシート４４は、熱可塑性合成樹脂で形成したサーマルボンド不織布、ＳＭＳ
不織布等の透液性の不織布シートから形成されている。該クッションシート４４は、例え
ば単位面積当たりの質量が約２０～３０ｇ／ｍ２である。クッションシート４４は、拡散
シート４５、吸引バックシート４９および難通気性シート４６に存在する尿が電極５１，
５２に向かって流れるのを防止している。
【００４３】
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　拡散シート４５は、熱可塑性合成樹脂である例えばレーヨン繊維に、熱可塑性合成樹脂
である親水性繊維を含み、透液性を有するように形成してある。拡散シート４５は、排泄
されたときに尿を縦方向Ｙおよび横方向Ｘに速やかに拡散させて吸引バックシート４９を
広い面積に亘って湿潤状態にするために使用するものである。吸引バックシート４９が湿
潤状態となることによって、集尿容器１３の後述する内部空間６４が負圧となり、尿がそ
の内部に吸引され易くなる。
【００４４】
吸引バックシート４９は、熱可塑性合成樹脂によって形成してある。吸引バックシート４
９は、例えば単位面積当たりの質量が約７０～８０ｇ／ｍ２であり、エアレイド繊維不織
布を用いることができる。吸引バックシート４９は、例えば難通気性シート４６と同様の
機能・性能を有し、同様の材料で構成してある。
【００４５】
　尿センサ２２は、図５に示すように、略矩形状のプラスチックフィルムから形成された
絶縁性ベースシート５０と、その上面に導電性インクや導電性塗料からなる導電性材料で
印刷された第１電極５１及び第２電極５２とから構成されたものである。絶縁性ベースシ
ート５０は、例えばポリエステルをフィルム状に形成したものであり、厚さ方向Ｚにおけ
る厚さが約５０～１００μｍである。電極５１，５２は、導電性を有するように、約３～
７重量％のカーボンブラック、約１０～３０重量％のカーボングラファイト等の人造黒鉛
などを含むインクで印刷することによって構成してある。絶縁性ベースシート５０の中央
部には、縦長矩形状の開孔５３を形成してある。第１及び第２電極５１，５２は、開孔５
３を介して互いに離間対向しかつ縦方向Ｙへ延び、絶縁性ベースシート５０から露出する
複数の尿検知部５４を有する。かかる構成を有する尿センサ２２は、電極５１，５２の間
に電圧を印加し、常態における尿検知部５４の電流と、尿収容袋１１の尿収容空間Ｓに尿
が排泄された場合における尿検知部５４の電流との相違によって、尿が排泄されたことを
検知する。
【００４６】
　集尿容器１３は、図６に示すように、例えば軟質ポリエチレンやシリコンゴム等の軟質
弾性で不透液性の熱可塑性合成樹脂を使用することができる。集尿容器１３は、縦方向及
Ｙ及び横方向Ｘにおいて湾曲可能な可撓性を有しているが、吸引ポンプ１５で尿を吸引す
るときに作用する負圧による変形に耐えられる程度の剛性を有している。また、集尿容器
１３は、底部６０と、底部６０から起立する周壁部６１と、周壁部６１の頂部に形成した
頂部開口６２と、周壁部６１の頂縁から外側に広がるフランジ部６３とを含んでいる。集
尿容器１３には、底部６０および周壁部６１と、頂部開口６２を覆うように配置した吸引
バックシート４９とによって内部空間６４が画定される。
【００４７】
　また、集尿容器１３には、横方向Ｘの略中央部において縦方向Ｙへ延びる管状部材６５
を設けてある。管状部材６５は、集尿容器１３の内部空間６４に配置した内部出口６５ａ
と、内部空間６４の外部に配置した外部出口６５ｂと備え、内部出口６５ａと外部出口６
５ｂとを連通するものである。該外部出口６５ｂには、ジョイント１２ｃを介して第１接
続管１２ａが取り付けられている（図１参照）。換言すれば、集尿容器１３の外部出口６
５ｂは、第１接続管１２ａを連結するための連結部の機能を有している。集尿容器１３は
、内部空間６４の尿を、管状部材６５の内部出口６５ａから外部出口６５ｂへ向かう尿排
出方向Ａへ流し、内部空間６４の尿を外部へ排出するものである。
【００４８】
　集尿容器１３において、管状部材６５の横方向Ｘの両側には、底部６０から起立する複
数の凸部６６を形成してある。さらに、管状部材６５の内部出口６５ａと対向する周壁部
６１には、内部出口６５ａに向かって延びる複数の突起６７を形成してある。
【００４９】
　集尿容器１３は、図７に示すように、内部出口６５ａから外部出口６５ｂへ向かう尿排
出方向Ａが、開口２８へ向くように尿収容袋１１に配置してある。
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【００５０】
　集尿容器１３の内部空間６４は、縦方向Ｙの長さ寸法が、尿排泄部２４の縦方向Ｙの長
さ寸法の１／２より小さい。集尿容器１３は、その内部空間６４が、縦方向Ｙにおいて尿
排泄部２４の下半分に位置するように尿収容袋１１の第２端縁１１ｂの近傍に配置してあ
る、
【００５１】
　図８は、尿収容袋１１の装着状態を示す断面図である。尿収容袋１１は、仰臥位の状態
にある装着者が装着した状態において、装着者の肌が対向する第１面Ｆと、肌が対向しな
い第２面とを有している。集尿容器１３は、図示するように、尿収容袋１１の第２面に配
置してある。
【００５２】
　図９は、集尿容器１３の配置を示す説明図である。高剛性部８０は、後述するように仮
想縦中心線Ｑに対して対称となるように一対形成してある。高剛性部８０は、円形に形成
してあり、中心を有している。なお、図９における集尿容器１３は、その内部空間６４が
露出するように示してある。
【００５３】
　横方向Ｘにおける一方の高剛性部８０の中心を通過し、且つ集尿容器１３の上方側にお
いて内部空間６４に接する第１仮想線Ｍ１の下方領域と、横方向Ｘにおける別の一方の高
剛性部８０の中心を通過し、且つ集尿容器１３の上方側において内部空間６４に接する第
２仮想線Ｍ２の下方領域とが重なる重畳領域９０に内部空間６４が位置するように集尿容
器１３を尿収容袋１１に配置してある。より具体的には、仮想縦中心線Ｑが垂線に沿うよ
うに尿収容袋１１を配置した状態において、横方向Ｘにおける一方の高剛性部８０の中心
を通過する垂線Ｍ３と、第１仮想線Ｍ１とが成す角θ１が４５度以下であり、横方向Ｘに
おける別の一方の高剛性部８０の中心を通過する垂線Ｍ４と、第２仮想線Ｍ２とが成す角
θ２が４５度以下である状態における重畳領域９０に内部空間６４が位置するように集尿
容器１３を配置してある。なお、図示例の尿収容袋１１では、θ１，θ２が約２５度であ
る仮想線Ｍ１，Ｍ２に内部空間６４の上方側が接する位置に集尿容器１３を配置してある
。
【００５４】
　再び、図４を参照すると、難通気性シート４６の中央部には、集尿容器１３の頂部開口
６２に合致する孔５７を形成してある。難通気性シート４６は、フランジ部６３に塗布し
た接着剤で集尿容器１３に接合するものである。難通気性シート４６は、透液性であって
、かつ、空気を殆ど又は全く通さないものであって、熱可塑性合成樹脂で形成してある。
難通気性シート４６には、例えばＳＭＳ不織布またはそれを界面活性剤で親水化処理した
ものを使用することができる。難通気性シート４６の通気性は、例えば、湿潤状態では０
～１００ｃｃ／ｃｍ２／秒であって、乾燥状態では２０～２００ｃｃ／ｃｍ２／秒である
ことが好ましい。
【００５５】
　防漏シート４８は、複数枚の熱可塑性合成樹脂で形成した略矩形状のシートを積層する
ことによって形成してある。防漏シート４８は、例えば難透液性を有する単位面積当たり
の質量が約３０～４０ｇ／ｍ２のエアスルー不織布を４～８枚厚さ方向Ｚに積層すること
によって形成してある。防漏シート４８は、開口２８の周縁部２８に配置してある。
【００５６】
　かかる構成を有する尿収容袋１１において、その組立工程を説明する。
　まず、図１０（ａ）に示すシート積層体２９の所要の箇所をカットする。このカットに
よって、図１０（ｂ）に示すように、シート積層体２９の両側縁２９ｃ，２９ｄには、縦
方向Ｙの端縁２９ａ，２９ｂの間において、横方向Ｘの長さ寸法が一定である直状部２９
ｅと、直状部２９ｅよりも横方向Ｘの長さ寸法が小さい幅狭部２９ｆとが形成される。ま
た、シート積層体２９には、第１端縁２９ａの側に、直状部２９ｅよりも横方向Ｘの長さ
寸法が小さい先端部２９ｇが形成される。
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【００５７】
　幅狭部２９ｆは、後述するように、開口２８の近傍に配置してある（図２参照）。該幅
狭部２９ｆは、開口２８を開くために操作者の指を挿入するための部分である。該幅狭部
２９ｆは、７枚のシート３９，４０，４１，４２，４４，４５，４９で構成するシート積
層体２９と、バックシート３０との厚さ方向における寸法の相違によって、触感によって
尿収容袋１１の装着者や介護者が認識することができる。また、バックシート３０の全光
線透過率が約３０～７０％（光線透過率の範囲を教えてください）であれば、視覚によっ
て幅狭部２９ｆを装着者や介護者が認識することができる。この尿収容袋１１では、例え
ば全光線透過率が約４０％のバックシート３０を使用してある。
【００５８】
　一方、集尿容器１３に難通気性シート４６を接着剤で取り付けてから、集尿容器１３の
外部出口６５ｂが露出孔７９から現れるように集尿容器１３をバックシート３０に配置し
、図１０（ｂ）に示すように、バックシート３０に塗布したホットメルト接着剤によって
難通気性シート４６を介して集尿容器１３を取り付ける。その後、バックシート３０の表
面側には、その全域にホットメルト接着剤等の接着剤を塗布することによって接着部３０
ｅを設ける。
【００５９】
　次に、図１０（ｃ）に示すように、バックシート３０とシート積層体２９とを接着部３
０ｅによって接着する。このようにバックシート３０とシート積層体２９とを積層した状
態において、シート積層体３０の保護シート３９の表面には、一対の防漏シート４８をそ
れぞれ取り付ける。図１０（ｃ）中、下方に配置する防漏シート４８は、シート積層体２
９の第１端縁２９ａの近傍に配置してある一方、上方に配置する防漏シート４８は、バッ
クシート３０の第２端縁３０ｂの近傍に配置してある。
【００６０】
　次いで、下方に配置した防漏シート４８を覆うようにバックシート３０を第１折曲ライ
ン３２で折り曲げ、図１１（ａ）に示すように、接着部３０ｅによって、対向するバック
シート３０どうしを接着する。第１折曲ライン３２でバックシート３０を折り曲げた状態
では、バックシート３０の下端部が第３端縁３０ｆとなり、第２折曲ライン３３は、縦方
向Ｙにおける第２端縁３０ｂと第３端縁３０ｆとの二等分線に合致する。
【００６１】
　次に、バックシート３０の第２折曲ライン３３でシート積層体２９およびバックシート
３０を折り曲げる。より具体的には、第２折曲ライン３３で保護シート３９が互いに対向
し、且つ接触するように折り曲げることによって、図１１（ｂ）に示すように、バックシ
ート３０の第３端縁３０ｆと第２端縁３０ｂとを合致させる。バックシート３０では、自
身の側縁３０ｃ，３０ｄどうしを接着部３０ｅによって接合することによって横方向Ｘの
両側には、側縁接合部３０ｇがそれぞれ形成され、厚さ方向Ｚにおいて、第３端縁３０ｆ
と第２端縁３０ｂとの間に開口２８が形成され、該開口２８に通じる尿収容空間Ｓが尿排
泄部２４の内部に形成される。また、第２折曲ライン３３が、尿収容袋１１の第２端縁１
１ｂとなる。
【００６２】
　次いで、バックシート３０の四隅をカットしてから、シート３９，４０，４１，４２，
４４，４５，４９を厚さ方向において熱融着して高剛性部８０を形成し、図１１（ｃ）に
示すように尿収容袋１１を得る。
【００６３】
　高剛性部８０は、図１２に示すように、熱可塑性合成樹脂のシート３９，４０，４１，
４２，４４，４５，４９を厚さ方向Ｚにおいて熱融着で一体にしてあり、尿収容袋１１の
厚さ方向Ｚにおける一方の表面から別のもう一方の表面まで連続するように形成してある
。この高剛性部８０によって、シート３９，４０，４１，４２，４４，４５，４９が一体
となるため、高剛性部８０は、他の部位よりも剛性が相対的に高くなる。
【００６４】
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　高剛性部８０は、図２に示すように、例えば一対の幅狭部２９ｆの間におけるシート積
層体２９の横方向Ｘの長さ寸法が最も狭い仮想最短線８５を通過する位置に形成してある
。
【００６５】
　各高剛性部８０は、例えば直径が４ｍｍの円形であり、幅狭部２９ｆに接触しないよう
に形成してある。
【００６６】
　接着部３０ｅは、バックシート３０の表面側の全域に塗布した接着剤によって形成され
るため、接着部３０ｅは幅狭部２９ｆの近傍にも設けてあり、幅狭部２９ｆの近傍でバッ
クシート３０どうしを接着部３０ｅで接合し、尿排泄部２４の横方向Ｘの両側に、縦方向
Ｙに延びる側縁接合部３０ｇが形成される。
【００６７】
　上述した位置に高剛性部８０を配置してあるため、側縁接合部３０ｇは、高剛性部８０
よりも開口２８に近接するように縦方向Ｙに延びる延出部３０ｈを備えている。また、開
口２８の横方向Ｘの長さ寸法Ｌ２より、一対の高剛性部８０の離間寸法Ｌ１が短い（図２
参照）。
【００６８】
　尿収容袋１１を性器に装着する場合、先ず、例えば装着者の親指を一方の幅狭部２９ｆ
に挿入するとともに、装着者の人差し指を別のもう一方の幅狭部２９ｆに挿入する。
【００６９】
　次に、親指と人差し指とが互いに近接するように、これらの指を移動させれば、剛性の
低い部分であって、曲げモーメントの高い横方向Ｘの中央部分でシート３９，４０，４１
，４２，４４，４５，４９が折れ曲がり、図１３に示すように、開口２８を容易に開くこ
とができる。
【００７０】
　次に、開口２８に性器の先端を挿入し、さらに性器の先端を尿排泄部２４の奥まで挿入
するが、一対の高剛性部８０の横方向Ｘの離間寸法Ｌ１（図２参照）は、開口２８の横方
向Ｘの長さ寸法Ｌ２よりも短く、開口２８に対して高剛性部８０を尿収容空間Ｓの内部に
配置してあるため、高剛性部８０が性器の先端を案内する案内部として機能する。
【００７１】
　尿排泄部２４の奥まで性器を挿入してから、尿収容袋１１から親指および人差し指を離
す。すると、弾性反発シート４２の弾性反発力によって、開口２８が閉じ、図８に示すよ
うに、性器Ｒを手で触れることなく、性器Ｒに尿収容袋１１を装着することができる。
【００７２】
　高剛性部８０は、横方向Ｘにおいて、側縁近傍部３０ｇよりも仮想縦中心線Ｑに近接す
るように配置してある。よって、接着部３０ｅを設けた部位の内側に高剛性部８０を配置
してあるため、性器Ｒを装着する際、陰毛が接着部３０ｅにくっつくことを防止すること
ができる。
【００７３】
　尿排泄部２４の縦方向Ｙの長さ寸法Ｌ３は、５０～１８０ｍｍの範囲内にあることが好
ましく、８０～１３０ｍｍの範囲内にあることがより好ましい。
【００７４】
　尿排泄部２４は、性器Ｒを挿入し、且つ尿を収容するための部分である。よって、尿排
泄部２４の縦方向Ｙの長さ寸法Ｌ３は、長い方が好ましいが、あまりにも長い場合、装着
者が車椅子等に座った状態において、尿収容袋１１の下端部が車椅子に接触するおそれが
ある。一方、あまりにも短い場合には、性器Ｒを収容することが困難である。よって、日
本人男性の平均的な性器Ｒの長さを考慮して上記数値の範囲内にあることが好ましい。
【００７５】
　一対の高剛性部８０の横方向Ｘにおける離間寸法Ｌ１は、尿収容袋１１に挿入できる性
器Ｒを実質的に規定する要素である。日本人男性の平均的な性器Ｒの太さを考慮すれば、



(11) JP 5911232 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

離間寸法Ｌ１は５０ｍｍ以上であれば十分である。勃起時を考慮した場合、離間寸法Ｌ１
は７５ｍｍ以上であることが好ましい。一方、離間寸法Ｌ１があまりにも大きい場合、弾
性反発シート４２の弾性反発力によって開口２８を閉じる力が十分でなくなり、尿が開口
から漏れるおそれがあるため、１３０ｍｍ以上は適切でない。よって、離間寸法Ｌ１は、
５０～１３０ｍｍの範囲であることが好ましく、７５～１３０ｍｍの範囲であることがよ
り好ましい。
【００７６】
　尿排泄部２４の横方向Ｘの長さ寸法Ｌ２は、約６０～１７０ｍｍの範囲内にあることが
好ましく、約８５～１４０ｍｍの範囲内にあることがより好ましい。
【００７７】
　尿排泄部２４の横方向Ｘの長さ寸法Ｌ２は、尿を収容することを考慮すれば、広い方が
好ましい。しかしながら、長さ寸法Ｌ２があまりにも広い場合、装着者の脚部の内股に尿
収容袋１１が接触するおそれがある。一方、あまりにも幅が狭い場合には、性器Ｒを収容
することが困難である。よって、日本人男性の性器Ｒの太さを考慮して上記数値の範囲内
にあることが好ましい。
【００７８】
　尿収容袋１１の横方向Ｘの長さ寸法Ｌ４は、尿排泄部２４の横方向Ｘの長さ寸法Ｌ２と
、バックシート３０における接着部３０ｅの横方向の長さ寸法Ｌ５を２倍したものとの和
である。
【００７９】
　この尿吸引装置１０によれば、尿収容袋１１の外部出口（連結部）６５ｂは、仰臥位の
状態にある装着者が装着した状態において、装着者の肌が対向しない第２面Ｆに配置して
あるため、装着者が排泄物を排泄した場合、尿収容袋１１の肌対向面で第１接続管１２ａ
および外部出口６５ｂを覆い、第１接続管１２ａの先端および外部出口６５ｂが排泄物に
よって汚れるおそれを低減することができる。しかも、外部出口が第２面Ｆに配置してあ
るため、外部出口６５ｂが装着者に接触するおそれを低減することができる。よって、集
尿容器１３を熱可塑性合成樹脂で形成した場合においても装着時の違和感を軽減すること
ができる。
【００８０】
　また、仮想縦中心線Ｑが垂線に沿うように尿収容袋１１を配置した状態において、垂線
Ｍ３と第１仮想線Ｍ１とが成す角θ１が４５度以下であり、垂線Ｍ４と、第２仮想線Ｍ２
とが成す角θ２が４５度以下である状態における重畳領域９０に内部空間６４が位置する
ように集尿容器１３を配置してあるため、尿収容袋１１の装着者が側臥位の状態にある場
合でも、開口２８から尿が漏れることを防止することができる。また、内部空間６４が尿
排泄部２４の下半分となるように集尿容器１３を配置してあるため、尿を確実に吸引する
ことができる。
【００８１】
　さらに、尿排出方向Ａが、開口２８へ向くように尿収容袋１１に集尿容器１３が配置し
てあるため、内部出口６５ａを尿収容袋１１の第２端縁１１ｂの近傍に配置することがで
きるため、尿収容空間Ｓに尿が残存することを抑えることができる。
【００８２】
　加えて、複数枚のシート３９，４０，４１，４２，４４，４５，４９を熱融着すること
で形成した高剛性部８０を開口２８の周縁部２８ａの一部であって、シート３９，４０，
４１，４２，４４，４５，４９の横方向Ｘにおける側縁３０ｃ，３０ｄのみに形成してあ
るため、横方向Ｘにおける中央部の剛性が低く、この剛性の低い部分において、シート３
９，４０，４１，４２，４４，４５，４９が折れ曲がる。よって、開口２８を容易に開く
操作を容易にすることができる尿収容袋１１を提供することができる。
【００８３】
　次に、尿収容袋１１及びそれを用いた尿吸引装置１０の排尿時の作用を説明する。先ず
、尿収容袋１１の尿排泄部２４の内部に排泄された尿は、尿収容袋１１の内部に形成され
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た尿収容空間Ｓに一時的に収容される。尿収容空間Ｓに一時的に収容された尿は、トップ
シート４０に浸透して、セカンドシート４１と弾性反発シート４２とを通過して尿センサ
２２に接触する。尿センサ２２の電極５１，５２間に尿が接触すると、尿検知部５４によ
って尿を検知することができる。
【００８４】
　制御ユニット１７は、尿センサ２２の検知に基づき、吸引ポンプ１５を作動させる。吸
引ポンプ１５が作動すると、排尿タンク１４が真空状態となり、集尿容器１３の内部空間
６４に溜まった尿は、第１接続管１２ａを介して排尿タンク１４に吸引され、尿収容空間
Ｓの外部に排出される。やがて、尿センサ２２によって尿を検知することができなくなる
と、尿センサ２２の非検知に基づき、制御ユニット１７は、吸引ポンプ１５の駆動を停止
する。
【００８５】
　本発明の尿収容袋１１の各構成部材には、本明細書に記載されている材料のほかに、こ
の種の物品において通常用いられている各種の公知の材料を制限なく用いることができる
、また、本発明の明細書及び特許請求の範囲において、「第１」「第２」および「第３」
等の用語は、同様の要素、位置などを単に区別するために用いられている。
【００８６】
　また、シート積層体２９は、必ずしもシート３９，４０，４１，４２，４４，４５，４
９のすべてを使用する必要はなく、目的に応じてシート３９，４０，４１，４２，４４，
４５，４９のいずれかを除いてもよい。もちろん、必要に応じた別途のシートを追加して
もよい。
【００８７】
　さらに、バックシート３０の表面側の全域に接着部３０ｅを設けるもので説明したが、
必ずしも全域に設ける必要はなく、適宜の領域にのみ接着部３０ｅを設け、非接着領域を
設けてもよい。
【００８８】
　また、トップシート４０のみを保護する保護シート３９を設けるもので説明したが、防
漏シート４８を保護する保護シートを設けてもよい。
【００８９】
　さらに、尿収容袋１１は、上述した組立工程以外の組立工程によって形成されていても
よい。
【００９０】
　また、高剛性部８０は、防漏シート４８を熱融着せずに形成したもので説明したが、防
漏シート４８も熱融着してもよい。防漏シート４８を熱融着して高剛性部を設ければ、該
高剛性部の剛性を向上することができ、開口２８を容易に開くことができる。
【００９１】
　さらに、高剛性部８０は、円形であるものを示したが、形状は例えば多角形状等の任意
に設定できる。
【００９２】
　次に、本発明に係る尿吸引装置の変形例の尿収容袋１１１を説明する。なお、重複した
説明を省略するため、上述した尿収容袋１１と同様の構成のものには、同一の符号を付し
て説明を省略する。
【００９３】
　この尿収容袋１１１において、図１４に示すように、集尿容器１１３は、内部出口６５
ａから外部出口６５ｂへ向かう尿排出方向Ａが、開口２８とは反対方向へ向くように尿収
容袋１１に配置してある。該集尿容器１１３は、尿収容袋１１と同様、尿収容袋１１１を
装着する装着者が仰臥位の状態における尿収容袋１１１の第２面Ｆに配置してある。
【００９４】
　この尿収容袋１１１によれば、尿排出方向Ａが、開口２８とは反対方向へ向くように尿
収容袋１１１に集尿容器１１３が配置してあるため、連結部である外部出口６５ｂを尿収
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手段１２との連結を容易に行うことができる。
【符号の説明】
【００９５】
１０　　尿吸引装置
１１　　尿収容袋
１２　　接続手段
１３　　集尿容器
１５　　吸引ポンプ
２４　　尿排泄部
２８　　開口
２９　　シート積層体
３９　　保護シート（シート）
４０　　トップシート（シート）
４１　　セカンドシート（シート）
４２　　弾性反発シート（シート）
４４　　クッションシート（シート）
４５　　拡散シート（シート）
４９　　吸引カバーシート（シート）
６５　　管状部材
６５ａ　内部出口
６５ｂ　外部出口（連結部）
８０　　高剛性部
１１１　尿収容袋
１１３　集尿容器
Ａ　　　尿排出方向
Ｆ　　　第２面（非肌対向面）
Ｇ　　　第１面（肌対向面）
Ｏ　　　外部機器
Ｓ　　　尿収容空間
Ｘ　　　横方向
Ｙ　　　縦方向
Ｚ　　　厚さ方向
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